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　今年度は、平成16年度から実施してきた全国一斉ＬＰガス保安高度化運
動の最終年度にあたります。本運動では、各種機器の期限管理、ＣＯ中毒事
故防止、安全機器の設置などＬＰガス事故防止対策の徹底を図ってきました。�
�
　しかしながら、平成18年以降事故が200件を超えていることから早急
な対策を講じる必要があります。�
�
　平成21年度は重点項目として、「ＣＯ中毒事故防止」、「販売事業者に起
因する事故防止」、「一般消費者への周知・啓発活動」の3つを掲げています。�
�
　ＣＯ中毒事故防止については、当該事故が発生すると重大事故につながる
可能性が高いこと等から掲げたものです。特に、平成20年には業務用厨房
において換気不足による死亡事故が2件発生しています。�
�
　また、本年も7月末時点において既に10件（うち8件が業務用厨房）の
ＣＯ中毒事故が発生し、死者や多数の中毒者が出ています。�
�
　販売事業者に起因する事故防止については、容器と高圧ホースの接続不良
や器具等の劣化・腐食などの販売事業者に起因する事故が減少せず、平成
19年、平成20年ともに全体の3割近くに上っていること等により掲げた
ものです。�
�
　一般消費者への周知・啓発活動についてはお客様のミスや換気不良等のお
客様に認識があれば防止できたと思われる事故が依然として多いため掲げた
ものです。�
�
　なお、業務用施設や多くの人が出入りする施設の事故が近年増加傾向にあ
ります。業務用事故はひとたび発生するとお客様や従業員等に被害を与える
可能性が高いため、事故防止に細心の注意を払う必要があります。�
�
　以上を踏まえ、事故の撲滅を目指すなど本運動の趣旨達成に向けてご尽力
くださいますようお願いいたします。�
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Ⅰ�平成21年度の重点項目について�

1

　CO中毒事故防止については、ガス漏えいなどの他の事故に比べ、重大事故につながりやす

いという傾向にあります。

　実際に平成20年はCO中毒事故が6件発生し2人が死亡しています。

　なお、本年8月末時点で10件発生し3人が死亡しています。

　このことから、早急な対策を講じる必要があります。

1. ＣＯ中毒事故防止�

CO中毒事故件数の推移�

LPガス事故による死者数の内訳�
（H16～H20）�

H17年� H18年�H16年� H19年�

11件10件 10件

6件6件 5件

H21年�
（8月までの速報値）

H20年�

CO中毒事故に
よる死者数

5人
45％

その他の事故に
よる死者数

6人
55％
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（1）不完全燃焼防止装置のない器具の交換促進�

燃焼器具交換状況（未交換器具数）�

　保安高度化運動の開始から本年3月までで、不完全燃焼防止装置のない燃焼器具は半減しま

したが、依然として30万台近く残っています。

　また、平成19年以降は特に減少の幅が鈍っています。

「未交換器具数」とは次のものをいいます
　①湯沸器（不完全燃焼防止装置の付いていないもの）

　　〔開放式、ＣＦ（自然排気）式、ＦＥ（強制排気）式の湯沸器及び給湯器〕 

　②風呂釜（不完全燃焼防止装置の付いていないもの）

　　〔ＣＦ式及びＦＥ式風呂釜〕 

　③排気筒（不具合のものに限る）

　　〔ＦＦ（強制給排気）式及びＢＦ（自然給排気）式の湯沸器、給湯器、風呂釜の排気筒〕

H16.03

604,781台

H17.03

501,449台

H18.03

420,597台

H19.03

361,628台

H20.03

317,137台

H21.03

287,969台
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CO中毒事故の対策として、不完全燃焼防止装置の付いていない開放式湯沸器、開放式ガス

ストーブ、半密閉式燃焼器具から、不完全燃焼防止装置付燃焼器具、密閉式燃焼器具、屋

外設置式燃焼器具への交換推進をお願いします。

構造的に排気筒等の取替えが不可能な場合はCO警報器等の設置推進をお願いします。

また、販売事業者は交換に応じないお客様に対して重点的な保安周知活動等を行い、CO中

毒事故の防止をお願いします。

交換に応じないお客様については、次ページのパンフレット等を活用して再度交換のお願

いをするとともに、必要に応じて、改善が図られるように、基準適合命令も視野に入れて

都道府県等の行政と相談するようお願いします。なお、パンフレットは下記のアドレスか

らダウンロードできます。

http://www.lpg.or.jp/download/pdf/koukanrifu2009.pdf

・

　

・
　

・

　

・
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Ⅰ 平成21年度の重点項目について

■燃焼器具交換促進パンフレット�
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（2）業務用厨房や多くの人が出入りする施設に対する注意喚起�

　平成20年の業務用厨房での事故は28件発生しています。

　その主な原因としては、消費者に起因するもの（点火ミス、器具栓の誤開放、換

気設備不作動等）が20件、他工事業者に起因するものが3件となっています。

　なお、上記消費者に起因する事故のうち2件が死亡事故であり、いずれも換気が

不十分であったことが原因と考えられています。

　本年も多くのCO中毒事故が発生しており、中でも業務用施設や、学校、ホテル

等多くの人が出入りする施設において、死者および多数の中毒者が出ています。

① 事故の概要�

　上記の状況にかんがみ、原子力安全・保安院は本年7月16日付けで注意喚起文書

を発出しました。

　また、当協会は、緊急に対策を講じるよう、本年7月31日付けで都道府県LPガス

協会をはじめ当協会会員に対し文書を発出しました。この文書は、上記業務用厨房

や多くの人が出入りする施設のユーザー（従業員等）は、より注意深く事故防止対策

を施す必要があるとの認識のもと、LPガス販売事業者を通じて注意喚起をするよう

要請したものです。

　この趣旨を踏まえ、下記に列記した内容を参考に対策を実施してください。

② 対策の内容�
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Ⅰ 平成21年度の重点項目について

業務用厨房や多くの人が出入りする施設に対する注意喚起の内容

１．使用上の注意喚起を徹底する。
一酸化炭素（CO）は無臭であるため、自覚症状が出た時は手遅れの場合が多く、

中毒により死に至る場合があることを十分認識させること。

CO中毒を防止するため、業務用施設や多くの人が集まる施設においてガス消費

機器を使用する際には、換気（給排気）が十分であるか確認した上で、換気（給排

気）設備等を稼働させることを従業者に周知徹底すること。

特に、夏季はエアコンを運転することから、ガス消費機器の使用中であっても換

気を止めたり厨房を密閉することがある。エアコンの運転如何に拘わらず、ガス

消費機器を使用するときは、必ず換気（給排気）をするよう、従業者に周知徹底す

ること。

ガス消費機器の火がつきにくい、異臭がするなどの異常が起きた場合には、不完

全燃焼を起こしている可能性があるので、LPガス販売事業者に連絡の上、至急、

点検を受けるよう促すこと。

COの早期覚知のため、CO警報器又は業務用CO換気警報器の設置についても前

向きに検討すること。

排気ダクト、換気扇、ガス消費機器の給排気部及びバーナー部が油、ほこり等で

閉そくしないよう、常に清掃を心がけること。

２．安全機器（不燃防付き機器、CO（換気）警報器）等の設置を促進する。
不燃防のない開放式、CF式、FE式の湯沸器については、これまで通り交換を促

すこと。

交換するまでの事故防止の手段として、CO警報器又は業務用CO換気警報器の普

及促進を行うこと。

業務用パン焼き器、オーブン、ゆで麺機、フライヤーなどは不完全燃焼防止装置

が付いていない場合が多いことを使用者に認知させること（そのため、CO中毒事

故の起こる可能性が大きいことを認識させること。）。また、CO警報器又は業務

用CO換気警報器の普及促進を行うこと。

経年劣化した機器については、事故を起こす可能性が大きいため、極力交換を勧

めること。

①

②

③

④

⑤

⑥

①

②

③

④
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Ⅰ 平成21年度の重点項目について

平成17年以降の業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故（一覧表）�

別添1

発生日／場所
人身被害

事故概要 機器分類
参考情報

製造（輸入）者／型式
事業
形態死亡 中毒

庭園内のフードコートの厨房において、
パン焼き用オーブンを使用していた調
理師2名が一酸化炭素中毒（軽症）とな
り、入院した。原因は、換気扇を回さず
にパン焼き用オーブンを使用したことから、
排気が室内に滞留したためと推定され
るが、詳細は現在調査中。

2009年7月5日

長野
0 2 LP業務用オーブン

北沢産業（株）
KSG-6-12-2T-8
（製造年不明）

保育園の調理室において、ガスこんろ
を使用し調理をしていた調理師2名が
一酸化炭素中毒（軽症）となり、病院へ
搬送された。原因は、密閉した調理室内
でガスこんろを使用したことから、給排
気が不十分になり不完全燃焼を起こし、
一酸化炭素中毒に至ったものと推定さ
れるが、詳細は現在調査中。

2009年6月22日

宮崎
0 2 LP業務用こんろ 不明

菓子店の厨房において、調理をしてい
た従業員3名が一酸化炭素中毒（軽症）
となり、入院した事故が発生した。原因は、
厨房内の換気扇3基のうち2基しか作動
していないことから、排気が室内に滞留
したためと推定されるが、詳細は現在調
査中。

2009年6月12日

岐阜
0 3 LP業務用オーブン

FG32Y-D-PP
（1997年8月製）

FG-43YW-D-PPK
（2006年9月製）

（株）ワールド精機

需要家から「会社食堂の厨房の洗浄室
内で食器洗浄機を使用していたところ、
同室内にいた従業員3名が気分が悪く
なり病院へ搬送され一酸化炭素中毒と
診断された。」との連絡を受け、ガス事
業者が確認したところ、当該洗浄室内
に設置されたガス機器は当該機器のみ
であり、事故発生当時、機器上部にある
換気フード設備は稼働していたことを確
認した。さらに事故直後、機器メーカー
が食器洗浄機の排気口付近で測定し
た一酸化炭素濃度は0.01％程度であっ
たことが判明している。なお、当該洗浄
室内に一酸化炭素警報機は設置され
ていなかった。詳細調査中。

2009年4月15日

愛知
0 3 一般

業務用
食器洗浄機 WGD-X23G4AT

（2006年2月製）

中西製作所
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発生日／場所
人身被害

事故概要 機器分類
参考情報

製造（輸入）者／型式
事業
形態死亡 中毒

葬祭場において、食器等を洗っていた
従業員4名が一酸化炭素中毒（軽症）
となり、入院した。原因は、瞬間湯沸器
が埃詰まり等により給気不良となり高
濃度の一酸化炭素を排気していたこと、
排気筒の設置方法の不備により適切
な換気が行われなかったことにより、一
酸化炭素を含む排気が室内に滞留し
たためと推定される。 

2009年1月30日

福島
0 4 LP

 瞬間湯沸器
（FE式） RGH10EME 

（1994年9月製）

TOTO（株）

高等学校の集団給食室において、複
数のガス燃焼機器を使用して調理実
習中に、生徒17名、教員1名の計18名
が一酸化炭素中毒となり病院に搬送さ
れた。
原因は、窓を閉め切り、給気が不十分
な状態で換気扇を使用したことにより
室内が負圧状態となり、一酸化炭素を
含むボイラーの排気が室内に漏れたこ
とによるものと推定される。

2009年1月26日

鹿児島
0 18 LP

 貯湯式湯沸器
（ボイラー） TGN-Y-1002

（1984年4月製）

（株）巴商会

洋菓子店において、食器洗浄機に湯を
供給するＦＥ式瞬間湯沸かし器を使用
していたところ、従業員1名が帰宅後も
気分が悪いとして病院に搬送され、一
酸化炭素中毒の可能性が高いと診断
された。原因は、瞬間湯沸器が埃詰まり
等により高濃度の一酸化炭素を排気し
ていたこと、換気ダクトを稼働させずに
瞬間湯沸器を使用したため排気が厨
房内にあふれたことによるものと推定さ
れる。
　また、ＣＯ警報器も期限切れであった
ことが判明している。

2009年1月24日

東京
0 1 一般瞬間湯沸器 GQ-2421WZ-HP-2

（2003年4月製）

（株）ノーリツ

保育所において、需要家から「湯沸器
の調子がおかしい」との連絡を受け、ガ
ス事業者の販売協力店が3月4日に確
認したところ、当該機器から高濃度の
一酸化炭素が排出すること、当該機器
を操作していた職員１名が気分が悪く
なり病院に搬送されていたことを確認し
た。ガス事業者が調査したところ、当該
機器の給気口の一部が埃により目詰ま
りし、点火・失火を繰り返す状態となっ
ており、また搬送された職員は当該機器
操作時に換気扇を使用していなかった
ことが判明している。詳細調査中。

2009年3月3日

兵庫
0 1 一般瞬間湯沸器  YR526

（品番：033-0056）
（1994年12月製）

（株）ハーマン
（現（株）ハーマンプロ）
（大阪ガス（株）販売分）
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Ⅰ 平成21年度の重点項目について

ラーメン店において、めんゆで器使用中、
ＣＯ中毒となった。原因は、給気口をふ
さいだ状態で長時間使用したことにより、
室内が酸欠状態となり、当該燃焼器が
不完全燃焼を起こしたものと推定され
るが、詳細調査中。

2009年1月16日

東京
0 1 一般不明

業務用
めんゆで器

ラーメン店において、営業中に2名の従
業員の気分が悪くなり病院へ搬送され、
一酸化炭素中毒と診断された。厨房に
はめんゆで器、こんろがあり、いずれか
の機器が何らかの原因で不完全燃焼
となり一酸化炭素が発生したものと推
定される。

2009年1月15日

東京
0 2 一般不明

業務用
めんゆで器、
業務用こんろ

発生日／場所
人身被害

事故概要 機器分類
参考情報

製造（輸入）者／型式
事業
形態死亡 中毒

結婚式場の配膳室において、食器洗
浄機を使用中に従業員6名が気分が悪
くなり病院へ搬送された。ガス事業者
が当該機器の燃焼試験を行った結果、
当該機器の排気口において0.125％超
の一酸化炭素濃度を測定した。また、
従業員は午前10時頃から当該機器を
使用していたにも関わらず換気扇を使
用しておらず、さらにスモークテストの結
果、排気フードはほとんど排気を吸引し
ない状態であることが判明している。詳
細調査中。

2008年10月24日

佐賀
0 6 一般

業務用
食器洗浄機 GDH-40RF

（1993年8月製）

日本電子機器（株）

うどん店において業務用めんゆで器を
使用中、アルバイト従業員1名が不調を
訴え、病院にて軽い一酸化炭素中毒と
診断され、入院した。ガス事業者による
調査の結果、業務用めんゆで器の1台
から高濃度（1.9％超）の一酸化炭素を
含む排気ガスが排出されていることが
判明している。なお、店員によれば、①
事故当日、ゆで麺器排気口前に置いて
あった丼にすすが付着していた、②事
故発生時に換気設備は使用していた、
とのこと。詳細調査中。

2008年10月11日

千葉
0 1 一般

業務用
ゆで麺器 TU-90AWN-10

（2006年3月製）

タニコー（株）

菓子工場において業務用蒸し器を使
用していたところ、従業員5名一酸化炭
素中毒になり、病院へ搬送された。当
該蒸し器から高濃度（0.125％）の一酸
化炭素を含む排気が測定されており、
蒸し器が不完全燃焼を起こした事が一
因と推定されるが、事故当時の換気設
備運転状況も含め、原因調査中。

2008年10月8日

兵庫
0 5 一般業務用蒸し器  サンキューボイラー2型

（SB-2-702）
（1998年製）

（株）品川工業所
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発生日／場所
人身被害

事故概要 機器分類
参考情報

製造（輸入）者／型式
事業
形態死亡 中毒

パンの製造・販売店でパンオーブンを
使用していたところ従業員１名が一酸
化炭素中毒になり、病院へ搬送された。
原因は、換気設備を作動させずにオー
ブンを使用していたため室内に一酸化
炭素が充満し、中毒になったものと推
定されるが、オーブンからも高濃度の一
酸化炭素（2.37％）が測定されており、
オーブンに不備が認められるかどうかも
含め、詳細調査中。なお、他の従業員
に被害者が倒れているのを発見された
時は、ＣＯ警報器が鳴動していた。

2008年8月14日

神奈川
0 1 一般業務用オーブン

不明
Ｗｅｌｋｅｒ

通行人より、飲食店内で煙が充満して
いるとの通報を受け、消防が駆けつけ
たところ、店内で従業員が倒れているの
を発見し、病院に搬送したが、死亡が確
認された。
原因は、当該従業員が換気扇を作動さ
せない状態でこんろを長時間使用した
ために、店舗内が酸欠状態となり当該
こんろから一酸化炭素が発生しCO中
毒に至ったもの。

2008年7月31日

和歌山
1 0 LP業務用こんろ

MG280B
（製造年不明）

（株）マルゼン

（1台は、製造者、
 型式不明）

営業中のパン製造・販売店において、
従業員及び一般客あわせて12名が一
酸化炭素中毒（重症2名、軽症10名）と
なり、病院へ搬送された。原因は、換気
設備を作動させずに複数の燃焼器を
使用していたため、店内に一酸化炭素
が滞留し中毒となったものと推定される。

2008年7月30日

大阪
0 12 一般

TO921
（2007年1月製）

①タニコー（株）

VKD-45L
（2007年3月製）

②中井機械工業（株）

NPSO-1
（2007年10月製）

③（株）ネクスト

①業務用こんろ

②業務用その他
（カスタードクリ
ーム製造機）

③業務用オーブン

社会福祉施設において、煎り菓子加工
機を使用中、3名が一酸化炭素中毒（軽
症）となった。原因は、煎り菓子加工機
を使用する際、比較的狭い（13.2ｍ2）
室内で換気設備を作動せず使用したた
め、一酸化炭素中毒に至ったものと推
定される。

2008年8月22日

石川
0 3 LP

業務用
その他 穀物膨張機1号（3　）

（有）光陽機械製作所
リッ
トル

飲食店においてガスレンジを使用中、
一酸化炭素中毒となり店長1名が死亡
した。原因は、換気設備を作動させずガ
スレンジを使用したため、一酸化炭素
中毒になったものと推定されるが、詳細
は現在調査中。

2008年9月2日

千葉
1 0 LP業務用レンジ

TGP-120（2口用）
タニコー（株）
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Ⅰ 平成21年度の重点項目について

発生日／場所
人身被害

事故概要 機器分類
参考情報

製造（輸入）者／型式
事業
形態死亡 中毒

業務用めんゆで器を使用中、厨房内で
調理していた従業員2名が一酸化炭素
中毒により病院に搬送された。原因は、
業務用めんゆで器の一次空気口の埃
詰まりにより一次空気量が不足したこ
とで不完全燃焼を起こしていたこと、また、
事故発生当時に排気設備を稼動させ
ていなかったため一酸化炭素が厨房内
に充満し、事故に至ったことが判明した。

2008年6月11日

東京
0 2 一般

業務用
めんゆで器

NSU6-60

（株）三栄コーポ
 レーションリミテッド

業務用パンオーブンを使用中、従業員
１名が一酸化炭素中毒により病院に搬
送された。原因は、パンオーブンのバー
ナーが埃つまりにより不完全燃焼を起
こしていたこと、さらにパンオーブン用の
換気設備が故障していたことにより、厨
房内にパンオーブンの燃焼排ガスが滞
留し、軽度の一酸化炭素中毒になった
ものと推定される。

2008年5月2日

東京
0 1 一般業務用オーブン C-316-

58HVARIANT

WINKLER

洋菓子店店員から「湯沸器付近でガス
臭いような気がする」との通報を受け、
ガス事業者が確認したところ、店舗従
業員７名が一酸化炭素中毒と見られる
症状で医師の手当てを受けたことを確
認した。調査の結果業務用こんろの排
気フードがほとんど排気を吸引しておら
ず、原因は、コンロ周辺の水蒸気、油脂、
紛状の埃が給湯器に吸い込みやすい
環境で長期間使用したため、給気フィ
ルター等に埃が堆積し、空気不足によ
り給湯器が不完全燃焼したことによる
ものと推定される。また、従業員がフィ
ルター清掃等の管理を怠ったこと、立ち
消え安全装置が作動した後も継続して
使用するなど、従業員の使用状況が不
適切であったことも要因と推定される。

学校給食室で、業務用煮炊釜（回転釜）
を使用していたところ、従業員2名が一
酸化炭素中毒（疑い）で病院に搬送さ
れた。調査の結果、煮炊釜使用時の湯
気等が状況により排気フードから一時
的に洩れる場合があること、一部の煮
炊釜は経年劣化により点火当初のＣＯ
濃度が高濃度であることが確認された
ことから、一部の煮炊釜から点火当初
に高濃度のＣＯが発生し、一時的に排
気フードからＣＯを含む排気が洩れ、従
業員2名の気分が悪くなった可能性が
推定される。

2008年7月3日

東京
0 2 一般業務用煮炊釜

KIG2-30
桐山工業（株）

2008年4月8日

東京
0 7 一般瞬間湯沸器 GQ-2421WZ-HP

（株）ノーリツ

（1999年3月製）
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発生日／場所
人身被害

事故概要 機器分類
参考情報

製造（輸入）者／型式
事業
形態死亡 中毒

消防からガス事業者へ「菓子店従業員
が、一酸化炭素中毒によりめまいを起
こし、2名を病院へ搬送した。」旨の連
絡があり、ガス事業者が確認したところ、
厨房において換気設備を稼動させずに
業務用オーブンを使用し、また、ガス漏
れ警報機のコンセントが抜いてあったこ
とを確認した。調査の結果、機器には
異常が認められておらず、原因は、換気
設備を作動させずに機器を使用したこ
とにより排気ガスが室内に溜まり、機器
が不完全燃焼を起こしたことによる。

2008年3月27日

神奈川
0 2 一般業務用オーブン

北沢産業（株）
KSG-6-12-3T-A
（1996年4月製）

ガス事業者の協力会社から「新規開店
準備中の業務用店舗で従業員が倒れ、
病院へ搬送された」との通報を受け、ガ
ス事業者が確認したところ、パンオーブ
ンの試運転の際、4名が気分が悪くなり、
軽度の一酸化炭素中毒と診断されたこ
とが確認された。排気ファンのヒューズ
が切れ動作しない状態で当該機器の
試運転を行い、また、オーブン納品時の
調整不足により排気ガスに一酸化炭
素が含まれていたことによるものと推定
される。

2007年10月27日

神奈川
0 4 一般

 業務用オーブン
（開放式パン焼
 き器）

（株）ワールド精機
FG-23T
（2007年10月製）

ガスグリラーで魚を焼いていたところ、消
費者1名が途中で意識を失いその場に
倒れた。1時間ほど経過した午前0時過ぎ、
焦げた臭いに気付いた家族に発見され
病院へ搬送された。ガスメーター検針の際、
消費者本人から事故の経緯を聞いた販
売事業者が保安センターへ連絡し、保
安センターが機器付近のＣＯ濃度を測
定したところ、ＣＯ濃度は1000ppmであ
った。その後メーカーが行った調査によ
ると、原因は換気不足と、経年劣化によ
る1次空気の不足により燃焼器が不完
全燃焼を起こしたことによる。

2007年9月16日

岩手
0 1 LP上火式グリラー

（株）アサヒサンレッド
SG-35
（製造年不明）

飲食店従業員から「業務用めんゆで器
を使用中に従業員が気分が悪くなり病
院に向かった」との通報を受け、ガス事
業者が確認したところ、7名が一酸化炭
素中毒（軽症。意識あり。）と診断され
たことを確認した。消防及び警察立会
での調査の結果、当該機器の排気筒
先端において高濃度の一酸化炭素が
検出され、さらに従業員が換気扇のスイ
ッチを入れ忘れたことにより事故発生ま
で数時間程度換気扇が使用されてい
なかったことが判明した。

2008年4月2日

東京
0 7 一般

業務用
めんゆで器 GD-2

小林熱機工業（株）

（1990年10月製）
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Ⅰ 平成21年度の重点項目について

発生日／場所
人身被害

事故概要 機器分類
参考情報

製造（輸入）者／型式
事業
形態死亡 中毒

業務用厨房で食器洗浄機を使用中、
従業員の気分が悪くなり消防により搬
送された。調査の結果、機器内部の熱
交換器のフィンに油や埃が付着してお
り給気不足で不完全燃焼を起こし、高
濃度の一酸化炭素が発生したものと推
定され、さらに、窓を閉め切り排気ダクト
を運転せずに食器洗浄機を使用したこ
とから一酸化炭素が充満し中毒に至っ
たものと推定。

飲食店から「ガス臭がする」との通報
があり、販売事業者が現地に出動した
ところ従業員1名が気分が悪いとしゃが
んでいた。調査したところ、換気扇を作
動させていないことと給気口もふさいで、
多くの燃焼器を同時に使用していたこ
とから換気不良により不完全燃焼した
ものと推定される。
（バルク貯槽　480ｋｇ×1）

2007年9月9日

岡山
0 1 LP

食洗器、
コンロ等 8台

不明

2007年8月30日

東京
0 3 一般

業務用
食器洗浄機 K-2R

Kyodo

（1995年8月製）

食器洗浄器を使用中、4名が気分が悪
くなり軽度の一酸化炭素中毒と診断さ
れた。需要家は換気設備を稼動せず、
窓を閉めきって機器を使用していた。メ
ーカー調査の結果、当該機器の給気フ
ァンに埃が詰まり給気風量が不足した
ことにより不完全燃焼となり、高濃度の
一酸化炭素が発生したものと推定される。

2007年8月7日

東京
0 4 一般

業務用
食器洗浄機 NAW-ミニB1-CK

（株）中西製作所

（2001年製）

従業員が業務用蒸し器を使用中、従業
員4名が一酸化炭素中毒による体調不
良を訴え病院に搬送された。LPガス販
売事業者は、消防からの要請により、
CO測定を実施し、業務用蒸し器からの
CO発生を確認した。メーカーの調査結
果では、技術上の基準（0.28%）を超え
るCOの発生は確認されなかった。
給気不足（専用給気がない）、換気不
良（換気扇の能力不足）、排気不良（排
気口が上下逆向きに設置されていた）
が原因で蒸し器のバーナーが不完全燃
焼を起こし、COが発生したと推定される。
（バルク貯槽　298ｋｇ×1）

2007年8月24日

埼玉
0 4 LP業務用蒸し器

SD-2S

①（株）荒畑製作所
　（蒸し器）

（2004年7月製）

TA-502HS

②（株）世田谷製作所
　（バーナ）

（2004年4月、5月製）
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発生日／場所
人身被害

事故概要 機器分類
参考情報

製造（輸入）者／型式
事業
形態死亡 中毒

屋外イベント会場において臨時出店業
者の従業員が営業終了後に翌日の仕
込みを行っていたところ、頭痛及び吐き
気を訴え救急搬送された。ガス販売事
業者が器具を点検したところ炎の色が
赤いこと、排気口にすすが付着してい
たことから不完全燃焼と判断した。作
業場は上方への排気を考慮したブース
であったが、大雨のため周囲をシートで
閉め切って調理していた。
なお、販売事業者は、法定点検・調査、
周知が不十分であった。

2007年6月8日

新潟
0 3 LPゆで麺機

（株）マルゼン
MRLN-06B

2名の調理員が食器洗浄機にて作業
中倒れ、2名とも一酸化炭素中毒と診
断された。当該機器は、ＬＰガス仕様を
設置時に供給ガス種13Ａ用に改造して
設置されていたが、内蔵ガバナの圧力
調整がなされておらず、不完全燃焼に
より高濃度の一酸化炭素が発生する
状況であり、また、事故当時、排気扇2
台のうち、1台しか使用されていなかっ
たことから運転停止中側のダクトから排
気が逆流し一酸化炭素中毒に至ったも
のと推定される。

2007年3月8日

新潟
0 2 一般

業務用
食器洗浄機

（株）マルゼン
MDCF1-6ER
（2004年7月製）

地下1階の菓子製造工場で、排気ダク
トを停止したままオーブンを使用したた
めに、従業員5名がＣＯ中毒となり病院
へ搬送された。オーブン使用時に必要
な換気を行わなかったことでＣＯが充満
したものと推定される。

2007年3月4日

長野
0 5 LP業務用オーブン

Salva
siroccu SR-12

給食調理室で食器洗浄機を使用した
作業後すぐに排気ファンを停止させた
ところ、2階コンピュータ室にいた児童8
名及び大人１名が吐き気やめまいを訴
え病院に搬送された。検査の結果はＣ
Ｏ中毒であり、排気ダクト内に残留した
排ガスが排気ダクトの隙間から漏えい
したものと推定される。

（株）中西製作所
WX-23G4-A-R
（2000年6月製）

業務用
食器洗浄機

2007年1月11日

香川
0 9 LP

従業員2名が業務用オーブンを使用中
に一酸化炭素中毒となり病院に搬送さ
れた。ガス事業者が確認したところ、当
該機器の給気口が埃詰まりにより不完
全燃焼して一酸化炭素が発生し、換気
扇を作動せずに使用したことで室内に
一酸化炭素が充満したものと推定される。

2007年7月4日

長崎
0 2 一般業務用オーブン FG-43T-D-FFP

（株）ワールド精機

（1998年10月製）
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Ⅰ 平成21年度の重点項目について

発生日／場所
人身被害

事故概要 機器分類
参考情報

製造（輸入）者／型式
事業
形態死亡 中毒

カラオケ店の４階客室にいた11名のうち、
9名が気分が悪くなり病院へ搬送された。
客室にはガス機器は無く、3階厨房室の
湯沸器を使用すると、その上部に位置
する4階の当該客室でCOが検出された。
なお、他の4階客室や3階厨房にいた従
業員等には異常はなかった。事故の原
因は、専用排気フードに接続されている
湯沸器が不完全燃焼しており、その排
気ガスが専用フードと排気ダクト接続部
の隙間から天井内にあふれ、また排気
ダクト外壁貫通部の屋外と屋内の位置
ずれにより天井内にあふれた。さらに、
天井裏4階床のコンクリートスラブにも
亀裂があり、その隙間から４階客室に侵
入したもの。

（株）ノーリツ
GQ-2421WZ-HP
（2000年2月製）

 大型湯沸器
（FE式）

2006年10月21日

東京
0 9 一般

ビル１階飲食店において、業務用グリル
にて調理中に従業員3名の気分が悪く
なり、病院にてCO中毒の診断を受けた。
業務用グリルのバーナー混合管部に油
を含んだ埃が付着し、一次空気の不足
により不完全燃焼していた。事故当日、
店舗の給気ファンが故障したため吸排
気バランスがくずれ、燃焼排ガスが店舗
内にあふれて、CO中毒に至ったものと
推定される。

工場構内食堂の厨房で、従業員等2名
が食器洗浄作業を行っていたところ頭
痛を訴え、その後倒れたため、病院に搬
送。フード換気扇を作動させずに、ガス
湯沸器を使用して食器洗浄作業を実施
したため不完全燃焼となりCO中毒が発
生。

中華饅頭販売店において、蒸し器使用
中に換気扇の防火ダンパーが何らかの
原因により作動し、換気不十分な状態で
蒸し器を継続使用したことによるＣＯ中毒。

飲食店で調理中に気分が悪くなり、救
急搬送。事故発生時は、ガスコンロ、ガ
スカマド等を使用していたが、器具の異
常は特に確認されず、COの発生原因は
不明。通常は稼働させている換気扇を
止めていたことから、CO濃度が高まった
ものと推測。なお、事故発生前、ガスコ
ンロの点火状況が悪かったためガス供
給業者が点検を実施していた。警察の
調査でもCOの発生元は特定されず。

2006年9月18日

千葉
0 3 一般業務用グリル CGH-975FI

（株）コメットカトウ

（2003年8月製）

2006年8月29日

兵庫
0 2 LP

 大型湯沸器
（CF式） PH-101M

パロマ工業（株）

2006年8月17日

長野
0 2 一般業務用蒸し器 SD-2S型

（株）荒畑製作所

（2006年6月製）

2006年7月21日

長崎
0 2 LP不明

①コンロ

②ゆで麺用
　ガスかまど
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発生日／場所
人身被害

事故概要 機器分類
参考情報

製造（輸入）者／型式
事業
形態死亡 中毒

パン屋において、換気扇を作動させず
パンオーブンを1時間程度使用していた
ため、排気ガスが室内に充満し一酸化
炭素中毒症状となったもの。パンオーブ
ンは経年による埃詰りがあり燃焼状態
が悪化していた。通常、換気扇は24時
間作動させていたが、前日の営業終了
後に新人従業員が換気扇のスイッチを
切ったため、翌日出社した別の従業員は
作動しているものと思い込み、作動確
認を怠ったものと推定される。

飲食店店長から「厨房内で警報器鳴動」
の連絡を受け調査したところ、フード式
換気扇を使用しておらず、業務用湯煎
器からＣＯ0.1%を検出した。その他の
ガス機器、警報器とも異常なしを確認し、
湯煎器の使用禁止措置を実施したが、
翌朝、「厨房で働いていて気分が悪くな
った」との通報を受け再度確認したところ、
異常なしを確認（使用禁止機器は使用
禁止維持を確認。）。労働基準監督署
の見解として、燃焼用空気の不足（埃
詰まり）により不完全燃焼していた業務
用ガス湯煎器を、換気扇を作動させず（事
故当時停電があり、復帰後再始動。）に
使用したため、使用禁止後も滞留して
いたＣＯ中毒と判断された。

ケーキ工場において、屋外式大型湯沸
器（RF型）を使用中、従業員4名の気分
が悪くなり病院へ搬送され、ＣＯ中毒と
診断された。原因は、設備業者（電気工
事業者）が、強制排気式（ＦＥ型）大型
湯沸器を撤去し、同一場所の屋内厨房
に屋外式大型湯沸器（ＲＦ型）を設置。
当該湯沸器はファンの目づまりにより不
完全燃焼を起こし、ＣＯを含んだ排ガス
が室内に充満しCO中毒に至ったもの。

2006年5月7日

兵庫
0 1 一般

業務用
ガス湯煎器

（株）コメットカトウ
CP-3575Y13A
（1997年10月製）

2006年2月16日

長崎
0 4 一般

（株）ノーリツ
GQ-1610WE
（1995年12月製）

 大型湯沸器
（FE式）

2006年6月21日

東京
0 8 一般

業務用
パン焼き器

北沢産業（株）
KSG-6-12-3Y-A
（1999年8月製）

日本料理店に勤務する男性が店の中で
倒れているのを男性の母親が見つけ
119番通報した。母親とその後店に来
た男性の父親も気分が悪くなり救急車
で病院へ搬送されCO中毒と診断された。
現場検証において、①被害者が大型湯
沸器を換気扇不作動の状態で使用し
ていたこと、②大型湯沸器の熱交換器
に詰まりがあり、不完全燃焼により高濃
度のＣＯが発生していることが確認された。
なお、大型湯沸器の排気部がフード内
に設置されており、換気扇を使用した状
態では排ガスが適正に屋外に排気され
る状態であったことも確認されている。

 大型湯沸器
（CF式）

2006年7月17日

東京
1 2 一般PH-101M

パロマ工業（株）

（1996年7月製）
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Ⅰ 平成21年度の重点項目について

従業員が厨房兼作業場で作業中に気
分が悪くなり、病院に搬送。血液検査で、
CO中毒と推定。作業時は瞬間湯沸器
を使用していたが換気扇を作動させず、
換気不良により不完全燃焼と推定。供
給開始時は、屋外式湯沸器が設置され
ていた場所は十分な開口部が確保され
ていたが、その後消費者によって壁が
設置され、屋内設置と同様な状況とな
っていた。定期消費設備調査が実施さ
れておらず販売事業者は、このような状
況を把握していなかった。

発生日／場所
人身被害

事故概要 機器分類
参考情報

製造（輸入）者／型式
事業
形態死亡 中毒

パロマ工業（株）
PH-24CH

 大型湯沸器
（屋外式）

2005年12月31日

熊本
0 3 LP

そば茹で器で調理を行っていたところ、
CO中毒と見られる頭痛のため病院へ
搬送。そば茹で器の排気口にステンレ
スホール（おけ）を置いて塞いでいたため、
バーナーが不完全燃焼を起こしたため、
CO中毒になったと推定。

食器洗浄機を使用中、従業員1名が
CO中毒により病院に搬送。食器洗浄
機のガスブースターにすすが付着して
いたことにより、燃焼不良から不完全燃
焼を起こしたもの。なお、12月26日に食
器洗浄機のガスブースターが燃焼不良
のため修理依頼があり、販売事業者か
らメーカーに修理を依頼、翌日に行った。
その際、メーカーから内部清掃を行うよ
う指導があった。さらに28日に販売事業
者に再度修理依頼があり燃焼状態を目
視で確認していた。

9時から調理作業で湯沸器を使用。軽
い頭痛の自覚症状はあったがそのまま
作業を継続。14時20分頃不調を訴え、
病院でCO中毒と診断された。事故当日
は寒気が強かったため厨房を閉め切り、
換気扇を作動させず、石油ストーブも併
用していたことから換気不良により不完
全燃焼したものと推定される。

厨房で夕食の後片付け中に作業員3人
が倒れ、病院に搬送。血液中のCOHb
濃度が高かったことからＣＯ中毒と診断
された。事故後の警察の調査で食器洗
浄機の使用時に換気扇を作動させな
かったため、換気不良により不完全燃
焼を起こしたものと推定。

2005年12月31日

長野
0 1 LP麺茹で器

MGS-STR
（株）マルゼン

2005年12月29日

長野
0 1 LP食器洗浄機

GB-48A形
石川島播磨重工業（株）

2005年12月16日

熊本
0 3 LP

GW-104
松下電器産業（株） 大型湯沸器

（CF式）

食器洗浄機
2005年12月8日

大分
0 3 LP

WGD-M13F4A-LH
（株）中西製作所
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発生日／場所
人身被害

事故概要 機器分類
参考情報

製造（輸入）者／型式
事業
形態死亡 中毒

厨房で業務中に従業員2名がＣＯ中毒
のため倒れた。事故時は窓を閉め、換
気扇も作動させずに麺茹器を使用して
いたため換気不良で不完全燃焼を起こ
したと推定。消防の調査で麺茹器の排
気口に多量のすすが付着し、熱交換器
入口も目詰まりしていることが確認。

消防から「焼肉店でCO中毒と思われる
負傷者多数発生」との通報を受け緊急
出動したところ、厨房内で調理していた
従業員2名と客5名が相次いで気分が
悪くなり病院へ搬送されていた。現場
検証の結果は、当該建物屋上の排気フ
ァンを停止した状態で厨房内の排気フ
ァンを運転すると、厨房内の排気が客
席の排気筒に逆流することが判明した。
また、厨房に設置されたCF式給湯器の
排気から高濃度のCOが検出されたこと
から、CF式給湯器の排気によりCO中
毒になったものと推定される。

弁当販売店から「ガス使用中気分が悪
くなった。」で受付、出動した。当時は、
店内の入口を閉止し、換気扇を稼働さ
せずにエアコンを使用していて炊飯器
２台同時使用中に店長と従業員が気分
が悪くなり、病院で治療を受けた。原因
は、換気扇を使用せずに不完全燃焼し
ている炊飯器を使用したことによるが、
当該炊飯器はノズルが目詰まりしてい
たことから不完全燃焼していた。

2005年6月24日

東京
0 7 一般

パロマ工業（株）
PH-81M
（2000年4月製）

 大型湯沸器
（CF式）

2005年5月29日

兵庫
0 2 一般炊飯器

リンナイ（株）
炊飯器HK-A21

2005年7月4日

静岡
0 2 LP麺茹で器

（株）マルゼン
MRF-056B

労働基準監督署から労災事故として
CO中毒の情報がガス事業者に入った
ため調査した結果、事故当日9時40分頃、
需要家（パン屋）でパン焼き中に店の
主人と従業員の2人が意識を失い倒れ
ているのを出勤してきた従業員が発見し、
病院へ搬送され入院したことが判明した。
原因は、パン焼き器の不完全燃焼によ
るもので、当該パン焼き器はLPG用器
具を都市ガス用（13A）に改造したもの
であり、燃焼時にCOが発生する調整不
良の器具で、換気不十分な状態で使用
したためCO中毒に至ったものと推定さ
れる。

業務用
パン焼き器

2005年9月12日

新潟
0 2 一般

WG21TK
（株）ワールド精機

（1989年10月製）

（※ 2005年6月にLP
 ガス用を13Aに改造）
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Ⅰ 平成21年度の重点項目について

一般業務用建物（パチンコ店）の2階の
社員食堂で洗い物をするため給湯器を
使用中に従業員2名が倒れ病院に搬送
された。原因は、不完全燃焼していた給
湯器のCOを含んだ排気が、排気フード
の屋外に設置された防鳥網が油等で目
詰まりしていたことにより室内に流入し
たことによるものと推定される。

発生日／場所
人身被害

事故概要 機器分類
参考情報

製造（輸入）者／型式
事業
形態死亡 中毒

パロマ工業（株）
PH-101M

 大型湯沸器
（CF式）

2005年2月20日

大阪
0 2 一般

そばゆで釜で調理中、従業員3人の具
合が悪くなり、病院に搬送。診断の結果、
CO中毒と診断。そばゆで釜の排気筒ト
ップに燃焼効率が高まると思い金属製
の板（菓子箱の蓋）を斜めに立てかけ、
使用中に何らかの振動によりこの金属
板が排気筒を完全に塞いだため排気不
良から不完全燃焼となった。

2005年2月18日

北海道
0 3 LPそばゆで釜

MGS-STL
（株）マルゼン

注：事業形態の「一般」は「一般ガス事業」、「LP」は「液化石油ガス販売事業」を指す。



21

■飲食店厨房でのCO中毒事故注意喚起チラシ�
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Ⅰ 平成21年度の重点項目について

LP協会保安第21～36号

平成21年7月31日

都道府県協会会長 殿
企業会員代表者 殿

（社）エルピーガス協会

会　長　　川本宜彦

保安委員長　　立原孝夫

CO中毒事故多発に対する

緊急対策の実施について（お願い）

平素よりLPガスの保安対策について、ご協力を頂きありがとうございます。

　皆様ご存知の通り、本年、特にここ1～2ヶ月間において、多くのＣＯ中毒事故が発

生しております。中でも業務用施設や多くの人が出入りする施設において同事故が発

生しています。その結果、死者および多数の中毒者が出る事故になっております。（別

添資料参照）

　これまでも数度にわたりCO中毒事故防止のための注意喚起をお客様にしていただ

くようお願いしてきましたが、現下の事故が多発している状況にかんがみ、再度事故

防止のための緊急対策を実施していただくようお願い申し上げます。

　業務用施設や多くの人が出入りする施設において類似事故が発生した場合、多数の

方が被害に巻き込まれる恐れがあります。つきましては緊急対策として、早急（でき

れば旧盆前）に施設の管理責任者やユーザー（従業員等）に対して、注意喚起をしてい

ただくようお願い申し上げます。

　なお、注意喚起の内容は、これまで発出した関連文書（1月30日、3月3日、3月6日、

7月22日に発出）に記載してある内容および下記に列記した内容を参考に実施してく

ださい。

以下省略（注意喚起の内容は）6ページのとおり
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（3）開放式湯沸器の使用者への注意喚起�

　周知文書やステッカー等により、あらゆる機会を通じ、機器の使用上の注意事項

（換気が不十分な状態で使用すると不完全燃焼によるCO中毒を起こし死亡に至る恐

れがある旨、再点火の注意、点検要請への速やかな対応、不燃防付き機器への交換

促進）の注意喚起をお願いします。
　

　なお、下記ステッカーは経済産業省が作成し、都道府県協会を通じて必要部数を

配布したものです。

① 換気や再点火等の注意喚起�

　お客様から要請があった場合は、不完全燃焼防止装置付き開放式瞬間湯沸器も含

めてCO点検の実施をお願いします。
　

　当該CO点検によりCOが高濃度に排出していることが判明した場合には、交換促

進の対象としてください。

② お客様から要請があった場合のCO点検�
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Ⅰ 平成21年度の重点項目について

　販売事業者・設備工事業者に起因する事故が近年増加傾向にあります。
　

　その主な内容は、販売事業者等の工事ミス、容器交換時の作業ミス、調整器等の経年劣化

などであり、販売事業者が常日頃注意していれば防げるような初歩的なミスによるものが多

く見られます。

2. 販売事業者に起因する事故防止�

販売事業者に起因する事故の推移�

腐食劣化等管理不備

施工不完全等工事ミス、
作業ミス

容器交換時の作業ミス

その他

H18年� H19年� H20年�

7件�

12件� 12件�

13件� 13件�

19件�
17件�

18件�

21件�

2件�

9件�

10件�

28件�

65件�

60件�
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工事ミス・作業ミスによる事故の推移�

施工不完全等工事ミス、
作業ミス

容器交換時の作業ミス

H18年� H19年� H20年�
2件�

9件�

11件�

13件�

19件�

32件�

13件�

17件�

30件�

　工事ミス・作業ミスによる事故が昨年に引き続き30件以上となっています。

　その内容は、接続不良や施工が不完全であったこと（容器と高圧ホースの未接続・接続不良、

消費設備の施工不良）などで、販売事業者が常日頃注意していれば防げるような初歩的なミス

によるものが多く見られます。

　このことから、自社内及び委託先の事故防止体制整備、保安教育テーマの作成、年間スケ

ジュール化等の保安教育の徹底、資格取得（液化石油ガス設備士、ガス機器設置スペシャリス

ト等）の推進など、あらゆる機会をとらえて、従業員の保安意識の向上に努め、作業手順の再

確認と技術力の向上を図るようお願いします。

（1）工事ミス・作業ミスによる事故関係�
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Ⅰ 平成21年度の重点項目について

　マイコンメータ、調整器、高圧・低圧ホース、警報器等は設置環境や使用状況により電池

寿命や劣化の進行が異なるものの、長期使用に係る漏えい事故が毎年増加している状態です。

　期限内に確実に交換するよう推進をお願いします。

　また、上記期限内でも設置環境等により改善が必要な場合は交換してください。

＊LPガス料金にこれらの機器代が算入されている場合は、確実に交換してください。

（2）期限管理の徹底について�

腐食劣化等に起因する事故の推移�

H18年� H19年�

10件

21件

18件18件

H20年�

■交換期限年数一覧�

マイコンメータ

調整器

高圧ホース・低圧ホース

ガス漏れ警報器

CO警報器

業務用CO換気警報器

7年・10年

7年・10年

7年・10年

5年

5年

3年

交換期限年数�機 器 名�
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　マイコンメータの検満切れは計量法違反であることは言うまでもなく、電池切れでガス

漏れ等で遮断をせず事故に至る恐れがあり、お客様との信頼関係を損なう大きな要因とな

ります。

　確実な交換をお願いします。 

※平成17年4月生産分から検定有効期間満了ステッカーが以下のとおり変更となっています。

　 1）西暦年号で4桁表示とする。

　 2）新たに月を表示する。

　 3）「有効期間満了の年」を「法定交換の年月」とする。

① マイコンメータ�

i. 交換期限の見方�

JGIA
14

29
9

表 裏

基準適合証印 交換期限
メータの有効期限が
平成29年9月末で
あることを示す。

・鉛　玉（例）

左右ともに、メータの有効期限が平成31年
6月末であることを示す。

検定有効期間満了の年

従　来 平成17年4月より

・シール（例）

※シールの場合もあります。
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Ⅰ 平成21年度の重点項目について

有効期限は以下のとおり計量法で定められています。

計量法　第72条　検定証印�

　１　検定に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、検定証

　　　印を付する。

　２　構造、使用条件、使用状況等からみて、検定について有効期間を定めることが

　　　適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器の検定証印の有効

　　　期間は、その政令で定める期間とし、その満了の年月を検定証印に表示するも

　　　のとする。

施行令　第18条　（検定証印等の有効期間のある特定計量器）�

　　法第72条第2項の政令で定める特定計量器は別表第3の上欄に掲げるものとし、同

　項の政令で定める期間は同表の下欄に掲げるとおりとする。

ii. マイコンメータの有効期間について�

■別表第3

10年

10年

7年

有効期間�特定計量器�

積算体積計

ガスメーター

計ることができるガスの総発熱量が1立方メートルにつき
90メガジュール未満であって、使用最大流量が16立方メ
ートル毎時以下のもの（前金装置を有するものを除く。）

計ることができるガスの総発熱量が1立方メートルにつき
90メガジュール以上であって、使用最大流量が6立方メー
トル毎時以下のもの（前金装置を有するものを除く。）

（1）又は（2）に掲げるもの以外のもの

一

ホ

（1）

（2）

（3）
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■マイコンメータ交換促進パンフレット（表紙）�
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Ⅰ 平成21年度の重点項目について

■マイコンメータ交換促進パンフレット（裏表紙）�
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■マイコンメータ交換促進パンフレット（中面）�
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Ⅰ 平成21年度の重点項目について



交換期限の年�
2010年�
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② ガス漏れ警報器等�

i. 交換期限の見方�

ii. ガス漏れ警報器の交換期限について�
　平成4年、高圧ガス保安協会が設置した「液化ガス用ガス漏れ警報器設置促進委員

会及び同技術問題小委員会」は、一般のお客様が使用しているガス漏れ警報器を回収

して実験・解析した結果、警報濃度経年変化は6年以降になるとバラツキが認められ

信頼性が低下するが、5年以内のものは充分その機能が維持されること、又電気回路

等その他の実験項目も5年以内であれば充分信頼に耐えるものであること等の結論を

得た。この結果を踏まえて、ガス警報器工業会は、平成4年7月以降に設置したガス漏

れ警報器から交換期限を「5年」と設定した。

　以上のことから、5年を過ぎたガス警報器はガス漏れを検知しないおそれがあるの

で期限内に交換する必要がある。

　また、これらを根拠に認定販売事業者の基準と機器メーカーの保険期間も同様とな

っている。

お客様への指導事項
安全のための注意点

ガス漏れ警報器が設置されていても、電源が抜かれていては作動しないため、確

認するよう啓発する。

＊ＬＰガス料金にガス漏れ警報器代が算入されている場合は、確実に交換すること。

　例えば、ガス漏れ警報器を5年交換を根拠として、毎月のリース料や基本料金を設

　定している場合は、その交換期限内に交換する必要がある。

交換期限の年�

2010年�
この表示ラベルのも
のは、2010年に期限
が切れることを示す。
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Ⅰ 平成21年度の重点項目について

　住宅火災による死者が年々増加していることから、消防法及び市町村条例により、

全ての住宅に火災警報器等の設置が義務づけられました。（設置及び維持基準について

は、市町村条例で定められています。）

　　● 新築住宅・・・平成18年6月1日から

　　● 既存住宅・・・市町村条例により定められた日から

　現在、LPガスのガス漏れ警報器メーカー各社は、「住宅用火災複合型警報器（火災

警報器＋ガス漏れ警報器＋一酸化炭素（CO）警報器）」を発売しているので、今後、ガ

ス漏れ警報器の交換及び設置する際は、このタイプの警報器の設置に努めるようお願

いします。

・住宅用火災複合型警報器

iii. 住宅用火災複合型警報器の設置・交換について�

火災警報器

＋

一酸化炭素（CO）警報器

＋

ガス漏れ警報器

（最長 平成23年6月1日から）

（火災警報器＋ガス漏れ警報器＋一酸化炭素（CO）警報器）
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③ 調整器�

i. 交換期限の見方�

・調整器には下げ札又はシールが付いている。

・自動切替調整器と高圧ホースのセット品は原則として自動切替調整器のみに下げ札

　又はシールが付いている。

・製品本体にシールや下げ札（タッグ）が貼付されていないものは製造年月で確認す

　るか、メーカーに確認すること。

・下げ札やシールが貼付されていないものは、期限切れの確率が高いので交換するこ

　とが望ましい。

・下げ札は平成14年1月製造分よりシールに変更（下げ札は中止）となった。

　下のシールは、2012年に期限が切れることを示す。

・平成18年1月製造分よりシールは西暦下2ケタから4ケタに変更された。

この下げ札は、2011年に
期限が切れることを示す。
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Ⅰ 平成21年度の重点項目について

7年型の調整器の根拠

　通商産業省（現経済産業省）からの委託を受けて、高圧ガス保安協会は液化石油

ガス供給機器経年変化研究を昭和61年から平成3年の5ケ年計画で実施し、使用年

数5～6年を経過したものから調整圧力、閉塞圧力等の不具合が発生し易くなるこ

とを報告した。

　この研究成果を踏まえて、技術開発の実施に伴い、（社）日本エルピーガス供給機器

工業会は、平成3年4月製造分より交換期限を「7年」に設定した。

10年型の調整器の根拠

　上記と同様に（社）日本エルピーガス供給機器工業会において、10年間の使用に耐え

られる技術基準を設定するため、実験を重ね、現行基準（7年型）へ上乗せ又は新規追

加した高性能技術基準を策定し、平成7年12月製造分よりS型（Ⅰ類）の調整器につい

ては交換期限を「10年」に設定した。

　以上のことから、7年・10年を過ぎた調整器は調整圧力不良等が発生する恐れがあ

るため期限内に交換する必要がある。

　また、これらを根拠に認定販売事業者の基準と機器メーカーの保険期間も同様とな

っている。

＊ＬＰガス料金に調整器代が算入されている場合は、確実に交換すること。

　例えば、調整器を7年又は10年交換を根拠として、毎月の基本料金に調整器代を算

　入している場合は、その交換期限内に交換する必要がある。

ii. 調整器の交換期限について�
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・高圧・低圧ホースにはシール又は下げ札が付いている。

・自動切替調整器と高圧ホースのセット品は原則として自動切替調整器のみに下げ札

　又はシールが付いている。

・製品本体にシールや下げ札（タッグ）が貼付されていないものは製造年月で確認す

　るか、メーカーに確認すること。

・下げ札やシールが貼付されていないものは、期限切れの確率が高いので交換するこ

　とが望ましい。

・下げ札は平成14年1月製造分よりシールに変更（下げ札は中止）となった。

・平成18年1月製造分よりシールは西暦下2ケタから4ケタに変更された。

このシールは、2012年に
期限が切れることを示す。

高圧ホース 低圧ホース

④ 高圧・低圧ホース�

i. 交換期限の見方�

7年型の高圧・低圧ホースの根拠

　通商産業省（現経済産業省）から委託を受け、高圧ガス保安協会は、液化石油ガス

供給機器経年変化研究を昭和61年から平成3年の5ケ年計画で実施した。

　また、調整器の劣化対策としてドレン成分を分析した結果、ドレンは高圧ホースか

ら発生することが判明したため、ホースの内面をライニング加工する等など改善のた

めの開発を行い、十分性能を満足することが確認された。

　この研究成果を踏まえて、（社）日本エルピーガス供給機器工業会は平成4年5月製造

分より高圧ホースの交換期限を「7年」に、平成5年4月製造分より低圧ホースの交換

期限を「7年」に設定した。

ii. 高圧・低圧ホースの交換期限について�
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Ⅰ 平成21年度の重点項目について

10年型の高圧・低圧ホースの根拠

　10年間の使用に耐えられる技術基準を設定するために、実験を重ね現行基準（7年型）

へ上乗せ又は新規追加し、平成7年12月製造分よりS型（Ⅰ類）の高圧・低圧ホースにつ

いては、交換期限を「10年」に設定した。

　以上のことから、7年・10年を過ぎた高圧・低圧ホースは劣化によりガス漏れ等が

発生する恐れがあるため期限内に交換する必要がある。

　また、これらを根拠に認定販売事業者の基準と機器メーカーの保険期間も同様とな

っている。

＊LPガス料金に高圧・低圧ホース代が算入されている場合は、確実に交換すること。

　例えば、高圧・低圧ホースを7年又は10年交換を根拠として、毎月の基本料金に高

　圧・低圧ホース代を算入している場合は、その交換期限内に交換する必要がある。

＊地震対策強化地域においては、地震等の災害時にLPガス容器が転倒するなどした時

　に、火災等二次災害の発生を防止するガス放出防止型高圧ホース又は、ガス放出防

　止器を推進する。

●ガス放出防止型高圧ホース�

クサリタイプ作動状況

作動前� 作動後� 作動前� 作動後�

ガス放出防止機構�

ホースタイプ作動状況

●ガス放出防止器�

（張力式） （過流式）
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Ⅰ 平成21年度の重点項目について

■業務用設備の事故事例と対策例�

3. 一般消費者への周知・啓発活動�

　お客様のミスや換気不良等のお客様に認識があれば防止できたと思われる事故が依然とし

て多いため、安全装置付き燃焼器具の購入と有資格者による設置、正しい使用方法、保安責

任区分も含めた広報活動など、更なる周知･啓発活動をお願いします。

　なお、業務用設備関係の事故が近年増加傾向にあります。業務用事故はひとたび発生する

とお客様や従業員等に被害を与える可能性が高いため、保安向上に細心の注意を払う必要が

あります。

お客様への周知・啓発事項�事故例� 対策例�

燃焼機器の器
具栓の閉め忘
れや不完全閉
止による事故

・安全装置付燃焼機器（立ち
消え安全装置付）を設置
する。

・点火を目視で確認する。
・器具栓を閉めたことを目視で
確認する。

・点火しにくい又は点火しない
場合はすぐにＬＰガス販売店
又は器具メーカーに点検を依
頼する。

一 酸 化 炭 素
（ＣＯ）中毒に
よる事故

・ＣＯ警報器又は業務用ＣＯ
換気警報器を設置する。

ゴム管を燃焼器用ホースに
交換する。
ロック機構付の可とう管ガ
ス栓（フレキガス栓）と燃
焼器用ホース、または金属
フレキシブルホースをねじ
接続する。

給気及び排気が十分か確認する。
その他6ページを参照

未接続ガス栓
の誤開放によ
る事故

ゴム管の損傷
や接続不良に
よる事故

（固定式燃焼器）
機器が未接続の場合は金属
製の止め栓をねじ接続する
（法令）。
（移動式燃焼器）
つまみが半開ではガスが流れ
ない構造を持つＯＮ・ＯＦＦ
ヒューズガス栓、またはつま
みのないガスコンセントに交
換する。

ねじ接続されている機器は自分
で取り外さない（取り外す際は、
販売事業者に依頼する）。
機器が未接続のガス栓には閉栓
カバーを装着する。

ゴム管が赤い線まで挿入されてい
ることおよびホースバンドにより
固定されていることを確認する。
ゴム管に焼け焦げやひび割れが
ないことを確認する。
ゴム管が適切な長さであること
（コンロの下に潜っていないこ
と等）を確認する。
ゴム管に油が付着している場合
はきれいにふき取る。
ＬＰガス用のゴム管を使用する。

１）ＳＢ型マイコンメータやガス漏れ警報器等の安全機器を設置する。
２）お客様への指導事項として、「指差し確認」を励行するよう周知する。
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Ⅱ�その他の実施項目について�

　質量販売に係る事故は平成20年に16件発生しています。

　主な事故の原因としては、容器と調整器の接続不良や燃焼器の点火ミス等による一般消費

者等に起因するものが8件（中でも消費者による容器と調整器の接続不良が5件）、ＬＰガス

販売事業者及び保安機関による周知不足と一般消費者等による点火ミス等が重なったものが6

件となっています。

　平成19年10月に東京都江戸川区で発生した質量販売先におけるＬＰガス爆発死亡事故を契

機として経済産業省が行った調査により、約15％で基準に違反している実態が明らかになり

ました。

　まずは基準適合状況を再確認し、改善が必要な場合は早急に改善をお願いします。

1. 質量販売事故防止�

質量販売に関する主な事故事例

１． 消費者による容器と調整器の接続不良

２． 点火ミス等の誤使用

３． ゴムホースの接続不良

４． 不完全燃焼

質量販売に係る事故件数の推移�

H18年� H19年�

8件

14件
16件

H20年�
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＊1.　残ガスの引き取り（液石法規則第16条第15号）：質量販売の場合例外なく適用される。

＊2.　高圧ガス保安法の、車両に掲載して移動する場合の基準：内容積20ℓ超で合計40ℓ超の場合は警戒標の掲

　　示や工具等の携行などが必要。

＊3.　計量法の法定計量に関する基準：10kg以下の液化石油ガスを法定計量単位のキログラムで販売する場合は、

　　計量法の量目公差を超えないように計量することが必要。

凡例： カップリング 迅速継手 カップリング付
高圧ホース

カップリング付
調整器

使
用
形
態

屋
外
移
動
以
外

屋
外
移
動

容器
容量

カップリング器具なし カップリング器具あり

接続
義務

質量
販売

屋内
持込

8ℓ
（3kg）
以下

8ℓ
（3kg）
を超え

20ℓ
（8kg）
以下

※容器に
調整器を
接続して
販売する
場合に限
る

※さらに
火気との
距離2m
超必要

なし

可能 可能

あり 可能 可能

20ℓ
（8kg）
を超え

25ℓ
（10kg）
以下

ー� ー�

あり 不可

なし 可能

不可

接続
義務

質量
販売

屋内
持込

※さらに
火気との
距離2m
超必要

なし 可能 可能

なし 可能 可能

可能

ー�

なし 可能

なし 可能

不可＊ガスメーターによる体積販売

マイコンメーター

安全
機器

硬質管

ガス漏れ遮断、
対震遮断機能

＊硬質管に接続する場合はガス漏れ
　遮断、対震遮断機能を有する機器
　の設置義務有り
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望ましい容器との接続方法（例）�

■カップリング式調整器・容器バルブ　＋　燃焼器用ホース

＊接続部からの漏えいを防止できる。

■調整器の出口にヒューズガス栓を接続

＊容器バルブの誤開放等の漏えいを防止できる。

燃焼器具

燃焼器具

Ⅱ その他の実施項目について
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　毎年、ガスコンロによる火災が約6,000件弱発生していることなどから、平成20年10月1日

以後、原則として全ての家庭用コンロバーナーに調理油過熱防止装置と立ち消え安全装置の

搭載が義務付けとなりました。�
�

　ガス業界では、自主的取り組みとして、平成20年4月以降製造の家庭用ガスコンロの全口に

安全装置（調理油過熱防止装置・立ち消え安全装置・消し忘れ消火機能）を搭載し、Ｓｉセ

ンサーコンロとして普及を図っています。�
�

　これらのことから、Ｓｉセンサーコンロの普及を促進し、ガス使用時における火災事故の

防止の徹底に努めるようお願いします。�

2. 安全装置付きガスコンロの設置�

Ｓｉセンサーコンロの標準機能�
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設置後長期間経過した埋設管の腐食により、ガスが漏えい。�

ガス�
ガ�
ス�

腐食したガス管�

　重大事故につながりやすい埋設管事故の対策として、腐食測定の未実施施設がある場合に

は腐食測定器による測定又は漏えい検知装置の設置を行い、異常があるものは、腐食しにく

い管へ速やかに改善を行う等の措置をお願いします。�

3. 埋設管点検�

埋設管事故の推移�

H18年� H19年�

17件�

21件�

29件�

H20年�

■主な事故事例  埋設管経年劣化�

Ⅱ その他の実施項目について�
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　ガスコンロ全口に過熱防止装置等（液石法器具省令）、長期使用のガス機器の点検制

度（消費生活用製品安全法）の法令改正が行われました。これらを含め、法令を遵守す

る必要があります。

　また、マイコンメータの検満切れ撲滅及び法令に基づくヒューズガス栓等の設置を徹

底するようお願いします。

4. 法令遵守�

（1）法令遵守�

　燃焼機器、ガス漏れ警報器、調整器、高圧・低圧ホース等の老朽化に係る事故を減少

させるため、定期点検調査時のほか、容器交換時、検針時に設備の期限切れや老朽化を

確認し、「老朽化設備の一掃」をお願いします。

　なお、不完全燃焼防止装置付きの燃焼器具であっても、ＣＯ中毒事故が発生した事例

があるため、点検等により老朽化が認められた場合は早急な交換をお願いします。

（2）老朽化設備の一掃�
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  ＬＰガス販売事業者（関連事業者）は、次の責務を担います。

○所有者情報の提供〔責務〕

　　料金通知等や保安点検・調査の結果をお客様に通知する場合や、あわせてチラシ等

　を配布する場合は、当該通知書面の裏面等や当該チラシ等に次の事項を記載する。

　　また、お客様と対面する機会に、特定保守製品が設置されていることがわかる場合

　には当該記載内容の周知を行う。

　・特定保守製品が設置されている場合にはメーカー等へ所有者情報の提供（登録・変更）

　　が必要であること。

　・点検期間に点検を行うことが必要であること。

　・メーカー等への連絡先は製品に表示されていること。

5. 長期使用製品安全点検制度�

（1）全てのＬＰガス販売事業者が行うべき内容（特定保守製品の販売を�
　　  行っているか否かにかかわらない）:「関連事業者」�

Ⅱ その他の実施項目について
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②所有者情報の提供の協力〔責務〕�

・製品の取得者から所有者登録のため、所有者情報の提供を受けた場合には、メーカ

　ー等に対する所有者情報の提供に協力しなければならない。

・協力は、所有者票に記載の所有者登録の方法（所有者票の送付やウェブ登録等（次

　ページの図参照）の代行等によって行う。

 

・点検等の保守や所有者情報の提供（登録・変更）等の必要性を製品の取得者に説明

　する。（次ページの図右下段参照）

・製品に同梱されている所有者票を取得者に示して、そこに記載されている法定説明

　事項を説明する。（次ページの図上段参照）

・説明の相手は一般消費者に限らない（所有者として家屋賃貸人等の事業者があり得

　ることを考慮。）

・説明すべき時期は、まさに引渡を行うその時でなければならないわけではなく、引

　渡と時間的に先後することは許される（ただし、時間的に密接であることは必要。）。

①所有者への引渡時の説明〔義務〕�

　特定保守製品の販売を行うＬＰガス販売事業者（特定保守製品取引事業者）は、次の

義務及び責務を担います。

（2）特定保守製品の販売を行うＬＰガス販売事業者が行うべき内容:�
　　「特定保守製品取引事業者」�
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所有者票の例

Ⅱ その他の実施項目について
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ｄ� ｄ� ｄ�

15
〜
20�
cm
�

15
〜
20�
cm
�

○� ×� ○� ○� ×�

6. その他の事故防止�

（1）地震時の事故防止対策�

　近年、各地で地震が多く発生し、災害時にＬＰガス設備が被害を受けるケースも多く

なっています。どのような場合においてもお客様にＬＰガスを安心してお使い頂くため

にＬＰガス設備が災害を受けにくくすることと、万が一災害に遭ってもＬＰガスによる

二次災害を防止する必要があります。�

①地震災害例と対策例�

災害例� 対策例�

供給管、
配管（鋼管）
の損傷に
よる事故�

高圧ホー
スの金具
からの抜
けによる
事 故�

容器バル
ブの損傷、
容器の損
傷による
事 故�

調整器、マ
イコンメー
タの 損 傷
による事故�

①配管を建物等
に固定する�

②供給管、配管を
軒下等、落下
物を避けられ
る場所に設置�

③配管として配
管用フレキ管
を利用（消費
設備側）�

①容器を鎖等で
建物等に固定
する。�

②容器、調整器、
マイコンメー
タを独立支柱
に固定する�

①容器を鎖等で
建物等に固定
する�

②50kg容器には
バルブプロテク
ターをつける�

　容器、調整器、
マイコンメータ
を独立支柱に固
定する� 50kg容器の場

合は容器の底
部より3/4程度
の高さに鎖を取
り付ける�

10kg及び20kg容器の場合は、
容器のプロテクターの開口
部に鎖等を通して取り付ける�

↑
不
可（
鎖
の
あ
そ
び
が
大
き
い
）�

↑
不
可（
鎖
の
あ
そ
び
が
大
き
い
）�

バルブプロテクター�

独立支柱�
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＋� ＋�

＋�

②地震時の二次災害防止に役立つ安全器具（例）�

　地震時の二次災害防止に役立つ安全機器としては、マイコンメータのほか、ガス放

出防止器（38ページ）、ガス放出防止型高圧ホース（38ページ）、対震自動ガス遮断装

置（下記）、折損遮断機能付調整器等があります。また、地震等による容器転倒時の

バルブ損傷防止策として、バルブプロテクター（固定キャップ）も販売されています。�

50kgシリンダー用バルブプロテクター�

感震器� コントローラー� 遮断弁�

感震器付コントローラー� 遮断弁�

又　は�

（2）パテによる余ねじ部の保護�

　海岸等の塩害及び酸性雨が降る恐れのある場合は、腐食によるガス漏れを防止するため、

余ねじ部（接続部）を塗装等により保護をする。�

パテによる�
余ねじ部の�
保護を施し�
た例�

Ⅱ その他の実施項目について�
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①豪雪地域の雪害対策�

事故のイメージ�

容器を含む機器を雪囲いで覆う� 容器、調整器、メータを容器庫に納める�

（3）雪害対策�

　平成20年は雪害事故が11件発生し、うち9件が落雪による調整器の破断でした。�

　雪害の多かった平成18年も調整器、ガスメータ、配管の破損が8割を占めています。�

　なお、平成18年の雪害事故の多くは、例年大雪が降らない地域に大雪が降ったことが

原因といわれています。�

　このことから、「豪雪地域」だけでなく「思いがけない大雪になる年のある地域」に

ついても対策が必要となります。�

�



52

②思わぬ大雪になる年がある地域の雪害対策�

メータは高い位置へ取り付け、�

更に架台を設けるとより有効�

単段調整器は出口を下にして配管に�
取り付け、容器とは高圧ホースを用�
いて接続する�

自動切替調整器はメータ下部へ�

取り付け、出口3/4配管にする�

Ⅱ その他の実施項目について�

メータ、自動切替調整器の雪害対策�

単段調整器の雪害対策�

ガス放出防止器（過流式）�

＊（社）日本エルピーガス供給機器工業会より、過去の�

　雪害の検証を踏まえ、過流式が最適であるとの見解�

　がありました。�

（過流式）�

漏えい遮断�

雪塊等落下物�折損遮断�
機能付調�
整器を利�
用する�
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（4）空家に容器を放置しない�

　空家に放置された容器の腐食によるガス漏えいが発生しています。�

　このケースは近隣住民からの通報等により判明することとなり、地域のお客様との信

頼関係も損なわれます。�

　空家に容器を放置しないようお願いします。�

�

（5）バルク事故防止対策�

　バルク供給に関わる事故は近年増加傾向にあります。バルク事故はひとたび発生する

と被害が甚大であることから、維持管理時、充てん時、設計時、施工時の各段階で充分

な事故対策を講じる必要があります。�

（6）供給機器等の再使用をしない�

　一度使用したＬＰガス供給機器等（調整器、ガス栓、ホース類）の再使用はゴム部品

の劣化につながります。交換期限内であっても再使用は行わないでください。�

　また、自動切替調整器や燃焼器用ホースを新品に交換する際は、ユニオンパッキンや

ＴＵパッキンも必ず新品に交換してください（それぞれの機器に適合したパッキンをご

使用ください）。�

�

（7）リコール商品等の対象機器に注意する�

　メーカーが発表したリコールの対象機種において、メーカーが回収・点検する前に事

故が発生しています。�

　ＮＩＴＥ、国民生活センター、メーカー等のホームページ等で常に最新の社告・リコ

ール情報の把握につとめてください。�

　なお、この種の事故は、平成20年に（株）ノーリツ製「ガスふろ給湯器」が8件、（株）

世田谷製作所製の風呂釜が2件発生しており、それぞれのメーカーがホームページにより

対象機種名等の詳細を公開しています。�

　（株）ノーリツ（http://www.noritz.co.jp/）�

　（株）世田谷製作所（http://www.setagaya-seisakusyo.co.jp/）�
�

　○参考：リコール・社告情報を掲載しているページ�

　　・ＮＩＴＥ（製品評価技術基盤機構）　http://www.nite.go.jp/jiko/index4.html�

　　・国民生活センター�

　　　　リコールのトップページ　http://www.kokusen.go.jp/recall/recall.html�

　　　　商品分類　http://www.kokusen.go.jp/recall/bunrui.html�

�

Ⅱ その他の実施項目について�
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Ⅲ�参考�

　次ページの報告書は、この運動内容の主要部分について、各販売事業者の運動の進捗状況

などについて、全国的な状況を把握するものとなっています。（なお、報告書の項目につい

ては、今後変更される場合もあります。）�
�

　ついては、本運動の状況について、平成21年度は本調査を1回（平成22年3月末）実施しま

すので、都道府県協会へ提出をお願いいたします。�

＊　本運動はＬＰガスのお客様の信頼に応えるために、ＬＰガス業界が一体となって、ＬＰ

　ガス事故の撲滅を目指すことを目的に実施しています。この調査は、本運動の実施状況を

　把握する意味でも重要な取組みの一つです。�

　　このことから、本調査報告書を提出していただけない販売事業者については、都道府県

　協会から都道府県へ報告し、提出の推進を図ることとしていますので、是非ご提出くださ

　いますようお願いいたします。�

�

1. 全国一斉ＬＰガス保安高度化運動の状況調査について�
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　平成16年度から経済産業省、ＬＰガス安全委員会等において、現在のＬＰガスの保安水準

を維持・向上するための一方策として新たな表彰制度が発足しました。�
�

　平成19年度からは受賞者に店頭用ステッカー、車両用ステッカー及び名刺用シールのデー

タが配布されています。�
�

　本表彰は「評価項目」で75点以上得点し、一定期間法令違反・ＬＰガス事故がなければ申

請できることとなっています。本年度の受付は終了しましたが、来年度以降、奮ってご申請

ください。�
�

　また、申請されない場合でも、この表彰制度の評価項目は、自己診断に活用することにより、

自社の保安レベルが明らかとなり、不得意な保安分野が判明するなど、社内の保安の確認に

も役立つものとなっています。�
�

　その意味においても個々の販売事業者だけではなく、ＬＰガス販売業界全体の保安水準が

維持・向上にも結果として貢献することとなり、そのことはお客様のためであり、業界の発

展に貢献することにつながりますので、是非、評価項目について自己診断してみてください。�

�

・保安貢献者表彰制度の概要�
　（1）主な評価項目・・・保安体制、安全機器設置、期限管理、資格者の確保、�

　　　　　　　　　　　　  ＣＯ中毒事故防止、埋設管管理、自主的な保安高度化、�

　　　　　　　　　　　　  消費者保安啓発　等�

　（2）表彰の種類・・・・原子力安全・保安院長表彰�

　　　　　　　　　　　　  高圧ガス保安協会長表彰�

  　　　　　　　　　　　　ＬＰガス安全委員会長表彰�

　（3）申請の基準点・・・100点満点中75点�

　（4）裾切り基準・・・・人損を伴うＬＰガス事故が過去5年間�

　　　　　　　　　　　　（人損を伴わない事故は過去3年間）なし�

　　　　　　　　　　　　  3年間法令違反無し�

　（5）再受賞・・・・・・可能�

2. 保安貢献者表彰制度について�

Ⅲ 参考�
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Ⅲ 参考�
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Ⅲ 参考�
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Ⅲ 参考�
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Ⅲ 参考�
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Ⅳ�資料編�
1. 平成20年ＬＰガス一般消費者事故集計表�
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Ⅳ 資料編
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Ⅳ 資料編�
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（
参
考
 ２
 ）
�

発
�生
�月
�日
�
都
�道
�府
�県
�
現
�
象
�
被
�害
�状
�況
�
建
�
物
�

原
�

因
�

等
�

2月
�9日
�

千
�葉
�県
�
漏
�え
�い
�爆
�発
�
死
�亡
�１
�
一
�般
�住
�宅
�

6月
�12
日
�
鹿
�児
�島
�県
�
漏
�え
�い
�火
�災
�
死
�亡
�１
�
一
�般
�住
�宅
�

軽
�傷
�１
�

7月
�31
日
�
和
�歌
�山
�県
�
C
O
中
�毒
�

死
�亡
�1

飲
�食
�店
�

9月
�2日
�

千
�葉
�県
�

C
O
中
�毒
�

死
�亡
�1

飲
�食
�店
�

Ｂ
　
級
　
事
　
故
　
発
　
生
　
状
　
況
�

（
平
成
２
０
年
１
２
月
末
現
在
）
�

発
�生
�月
�日
�
都
�道
�府
�県
�
現
�
象
�
被
�害
�状
�況
�
建
�
物
�

原
�

因
�

等
�

1月
�26
日
�
鹿
�児
�島
�県
�
Ｃ
�Ｏ
�中
�毒
�
軽
�症
�１
�８
�

学
�校
�

2月
�13
日
�

京
�都
�府
�
漏
�え
�い
�爆
�発
�
死
�亡
�1名
�

軽
�傷
�２
�名
�
一
�般
�住
�宅
�

消
費
者
宅
で
火
災
が
発
生
し
、
木
造
2階
建
住
宅
約
15
0㎡
が
ほ
ぼ
全
焼
し
、
住
人
1名
が
死
亡
し
た
。
�

原
因
は
、
ガ
ス
ス
ト
ー
ブ
を
１
階
居
間
壁
の
ヒ
ュ
ー
ズ
ガ
ス
栓
か
ら
強
化
ガ
ス
ホ
ー
ス
で
コ
タ
ツ
付
近
ま
で
�

持
っ
て
き
て
使
用
し
て
お
り
、
当
該
ス
ト
ー
ブ
の
使
用
開
始
時
に
何
ら
か
の
原
因
で
漏
え
い
滞
留
し
て
い
た
�

ガ
ス
に
引
火
し
、
爆
発
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
が
、
詳
細
は
調
査
中
。
�

高
等
学
校
に
お
い
て
、
一
酸
化
炭
素
中
毒
に
よ
り
、
調
理
実
習
中
の
生
徒
１
７
名
と
教
員
１
名
が
病
院
で
治
�

療
を
受
け
た
。
原
因
は
、
自
然
排
気
式
（
Ｃ
Ｆ
式
）
ボ
イ
ラ
ー
と
換
気
扇
を
同
時
に
使
用
し
た
こ
と
に
よ
り
、
�

室
外
よ
り
も
室
内
の
圧
力
が
低
下
し
、
一
酸
化
炭
素
を
含
む
ボ
イ
ラ
ー
の
排
気
が
排
気
筒
か
ら
正
常
に
室
外
�

へ
排
出
さ
れ
ず
、
ボ
イ
ラ
ー
排
気
筒
下
部
の
ボ
ッ
ク
ス
か
ら
室
内
に
流
入
し
た
こ
と
に
よ
り
、
室
内
の
一
酸
�

化
炭
素
濃
度
が
上
昇
し
、
事
故
に
至
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
�

一
般
住
宅
に
お
い
て
、
点
検
を
行
っ
て
い
た
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
が
風
呂
釜
に
着
火
し
た
と
こ
ろ
、
�

漏
え
い
し
て
い
た
ガ
ス
が
爆
発
し
、
家
人
１
名
が
死
亡
、
２
名
が
負
傷
（
家
人
及
び
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
�

業
者
従
業
員
）
し
た
。
原
因
は
、
何
ら
か
の
原
因
で
ガ
ス
ホ
ー
ス
を
接
続
し
て
い
た
ア
ダ
プ
タ
ー
が
抜
け
た
�

こ
と
に
よ
り
漏
え
い
し
た
ガ
ス
に
、
引
火
・
爆
発
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
が
、
現
在
詳
細
調
査
中
。
�

通
行
人
よ
り
、
飲
食
店
内
で
煙
が
充
満
し
て
い
る
と
の
通
報
を
受
け
、
消
防
が
駆
け
つ
け
た
と
こ
ろ
、
店
内
�

で
従
業
員
が
倒
れ
て
い
る
の
を
発
見
し
、
病
院
に
搬
送
し
た
が
、
死
亡
が
確
認
さ
れ
た
。
�

原
因
は
、
当
該
従
業
員
が
換
気
扇
を
作
動
さ
せ
な
い
状
態
で
コ
ン
ロ
を
長
時
間
使
用
し
た
た
め
に
、
店
舗
内
�

が
酸
欠
状
態
と
な
り
当
該
コ
ン
ロ
か
ら
一
酸
化
炭
素
が
発
生
し
C
O
中
毒
に
至
っ
た
も
の
。
�

飲
食
店
に
お
い
て
、
当
該
飲
食
店
に
出
入
り
し
て
い
る
業
者
の
従
業
員
が
厨
房
内
に
1名
が
倒
れ
て
い
る
の
を
�

発
見
し
、
消
防
へ
通
報
し
た
が
、
既
に
死
亡
し
て
い
た
。
�

原
因
は
、
当
該
厨
房
内
の
換
気
扇
が
作
動
し
て
お
ら
ず
ス
ー
プ
レ
ン
ジ
の
火
が
着
い
た
ま
ま
に
な
っ
て
お
り
、
�

消
防
が
厨
房
内
の
一
酸
化
炭
素
濃
度
を
計
測
し
た
と
こ
ろ
、
計
測
器
の
上
限
値
で
あ
る
50
0p
pm
を
振
り
切
っ
�

た
こ
と
か
ら
、
換
気
を
せ
ず
に
ス
ー
プ
レ
ン
ジ
を
使
用
し
た
こ
と
で
不
完
全
燃
焼
を
起
こ
し
C
O
中
毒
に
至
っ
�

た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
�

一
般
住
宅
に
お
い
て
、
居
住
者
が
倉
庫
か
ら
2k
g容
器
及
び
調
整
器
が
接
続
さ
れ
た
こ
ん
ろ
を
屋
内
へ
運
び
、
�

ラ
イ
タ
ー
で
点
火
し
た
と
こ
ろ
爆
発
し
、
家
屋
が
全
焼
し
、
点
火
者
1名
が
死
亡
す
る
と
と
も
に
、
別
の
居
住
�

者
1名
が
軽
傷
を
負
っ
た
。
�

原
因
は
、
消
防
に
よ
る
調
査
の
結
果
、
ゴ
ム
管
、
調
整
器
の
脱
落
又
は
劣
化
等
に
よ
り
漏
え
い
し
た
ガ
ス
に
�

ラ
イ
タ
ー
の
火
が
引
火
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
が
、
調
整
器
、
低
圧
ホ
ー
ス
が
焼
失
し
て
お
り
、
断
定
は
�

で
き
な
い
。
�

な
お
、
当
該
こ
ん
ろ
は
20
年
ほ
ど
前
か
ら
2k
g容
器
及
び
調
整
器
が
接
続
さ
れ
た
状
態
で
倉
庫
内
に
保
管
さ
�

れ
て
い
た
。
�

　
　
（
質
量
販
売
2k
g×
1）
�

（
参
考
 ２
 ）
�

Ｂ
　
級
　
事
　
故
　
発
　
生
　
状
　
況
�

（
平
成
２
１
年
２
月
末
現
在
）
�
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�

平成21年8月�

（社）エルピーガス協会�

（平成16年～平成20年）�

20年�

販売事業者等の不適切な処理�

20件� 20件� 28件�
65件�

60件�

105件� 105件�

219件�
239件�

232件�

全　体�

19年�18年�17年�16年�

2. ＬＰガス事故事例（平成20年）�

Ⅳ 資料編�
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容器接続不良・容器未接続�

容器と高圧ホース�
の接続が不十分�
又は未接続により、�
ガスが漏えい。�
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設置後長期間経過した埋設管の�
腐食により、ガス漏えい。�

Ⅳ 資料編�
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別添

原子力安全・保安院長表彰制度評価表

57ページの評価項目を参照してください（同じ内容です）



ガスコンロ全口に過熱防止装置等�
（H20.10.1施行）�

主な改正点�

・全ての家庭用コンロバーナーに調理油過熱防止装置と立ち消え安全装置の搭載が義務

　付け
　＊卓上型一口コンロは立ち消え安全装置のみ義務付け

・PSマークの表示が義務付け

＊販売猶予期間：1年

平成20年4月以降製造の家庭用ガスコンロの全口に安全装置（調理油過熱防止装

置・立ち消え安全装置・消し忘れ消火機能）を搭載したＳｉセンサーコンロの普

及を促進する。

90

4. 最近の法令改正等について�

Ⅳ 資料編

業界の自主的取組�
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液石法及び関係政省令に係る通達の一部改正�
（周知の内容・報告）（Ｈ21.3.19施行）�

主な改正点�

1．液石法規則第27条（周知の内容）関係

　  一般消費者等に行う周知事項において、以下の内容が改正された。

　　【現行】　地震の場合には、使用中のガスの使用を中止し、器具栓及び元栓を閉栓

　　　　　　するとともに、揺れの大きい地震の場合は直ちにバルブを閉じること。

　　【改正】　地震の場合には、使用中のガスの使用を中止し、器具栓及び元栓を閉栓

　　　　　　するとともに、揺れの大きい地震の場合は、揺れが収まった後にバルブを

　　　　　　閉じること。

2．液石法規則第132条（報告）関係

　  様式 1 ｢液化石油ガス販売事業報告｣及び様式2 ｢保安業務実施状況報告｣において、

　  押印が削除された。

　　【現行】　氏名又は名称及び法人にあたってはその代表者の氏名㊞

　　【改正】　氏名又は名称及び法人にあたってはその代表者の氏名
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長期使用のガス機器の点検制度�
（H21.4.1施行）�

主な改正点（ＬＰガス販売事業者関係）�

・特定保守製品の引渡し時に、所有者に次の
　事項を説明する（法第32条の5第1項）

・製品に所有者票が添付されている場合は所
　有者票の趣旨などについて説明する（法第
　32条の5第2項）
・所有者に代わって所有者票を送付する等、
　所有者がメーカーに所有者情報を提供する
　ことに協力する（法第32条の8第3項）

この法律における上記①のようなＬＰガス販売事業者の点検義務はない（点検はメーカーが行う）

・液石法の定期消費設備調査（4年に1回）や周
　知の際などに、特定保守製品の所有者に次
　の事項を知らせるよう努める（法第32条の7）

・主務大臣の勧告・公表の規定あり（法32条の6） ・主務大臣の勧告・公表の規定なし

①
責
務（
義
務
）等

②
罰
則
等

③
備
考

自ら特定保守製品を販売するＬＰガス販売事業者 その他のＬＰガス販売事業者

・この製品は経年劣化により危害を及ぼすおそれが多く、適切な保守が必要である旨
・当該所有者は、法律上この製品に表示された期間内に点検を行うことが求められている旨
・当該所有者は、所有者情報（変更の場合を含む）をメーカーに提供することが求められている旨
・メーカーに所有者票を送付した場合には、点検時期の前にメーカーから点検通知が来る旨

罰則なし

・「特定保守製品」とは、所有者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生のおそれが高いものをいう

　（ガス瞬間湯沸器、ガス風呂釜、石油温風暖房機、食器洗乾燥機、浴室乾燥暖房機等9品目）。

・「所有者票」とは、所有者情報をメーカーに提供するための書面で、特定保守製品に添付される。

・既販品についての規制は、メーカーが基準に則った点検体制を整備するということだけ。

Ⅳ 資料編
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点検制度事業者向けパンフレット�
（ＬＰガス販売事業者に関連する部分のみ抜粋）�
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点検制度お客様向けチラシ�
（ＬＰガス販売事業者に関連する部分のみ抜粋）�
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